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　名古屋市工業研究所主催による

「ようこそ！ものづくりの世界へ」
と題したイベントが３月19日に開催
されます。
　興味深いテーマが多く用意されて
いますので、是非お出かけください。
入場は無料です。
　〈イベント案内〉
　■ラボツアー／電子顕微鏡（数万
倍の世界を見る）、マグネシウム研
究（環境・人に優しい金属）、無響

　㈳日本書籍出版協会、㈳日本印刷
産業連合会主催による第45回「造本
装丁コンクール」の作品募集が行な
われています。
　このコンクールは、出版、デザイ
ン、印刷・製本産業の向上・発展と
読書推進を目的としています。作品
には、造本技術・装丁デザインが優
秀であり、「①造本目的と実用性と
の調和がとれており、美しく、かつ、
本としての機能を発揮しているもの、
②編集技術並びに表紙、カバー、本

■２月の後半にきて、やっと寒さが
遠のいたのか、暖かな日が続いてお
ります。誰が植えたのかわかりませ
んが、41号線沿いの小さな花壇に梅
の木が１本植えてありますが、まだ
つぼみも固く、咲くまでにはまだま
だ時間がかかりそうですが、毎日が
楽しみです。■名古屋市工業研究所
が施設公開行事として「ようこそ！
ものづくりの世界へ」と題しイベン
トを企画しています。印刷とは直接
にかかわりはありませんが、面白

室（音が響かない、電波も届かない
部屋）、三次元造形装置（三次元プ
リンターでプラスチックフィギュア
ができる）。
　■体験教室／①温度を色で見る
サーモグラフィー、②光が分かれる
万華鏡作り、③工業用プレスで「は
ち丸」キーホルダーを作る、④分析
装置でプラスチックを調べる、⑤堀
川の水を綺麗にする光触媒、⑥自分
で作る簡単コンピュータプログラム、
その他。
　■宇宙開発についての講演会／
「宇宙開発を支える日本のものづく
り技術」講師：独立行政法人宇宙航
空研究開発機構福田義也氏。
　■工業研究所の紹介

　■高校による展示　ロボット競技
大会展示（両校）、サンドブラストに
よるコップ作り体験（名古屋市立工
業高校）、木工体験（名古屋市立工
芸高校）。
　■「夢ROBO」実演（上海万博の
日本館で展示された昇降ロボット）、
■プラズマ実演（プラズマに指でさ
わろう）、■「鉄琴」体験（同じハ
ガネでも熱のかけ方により音色が変
わる）
　■開催日時／３月19日㈯10時～４
時
　■ところ／名古屋市工業研究所：
名古屋市熱田区六番町3-4-41（地下
鉄名城線「六番町駅」下車３番出口
すぐ

い内容で企画されていますので、お
子さんと一緒にお出かけください。
きっと何か見つかると思います。

■２月18日に中部地区印刷協議会が
開かれました。来月号に詳報致しま
す。ご期待ください。

文デザインが創造性に富み、将来に
示唆を与えるものと認められたもの、
③印刷・製本技術が特に優れている
もの、④材料の選択が特に優れてい
るもの」という条件が必要です。
　〔作品募集要項〕
　▼出品料=１点当たり5,000円
　▼出品作品=2010年１月１日から12
月31日までに発行された書籍
　▼募集期間=2011年２月１日㈫～３
月31日㈭
　▼出品部門=６部門①文学・文芸、
②芸術書、③児童書・絵本、④専門
書（人文科学・自然科学など）、⑤
語学・学参・辞事典・全集・社史・
年史・自分史、⑥生活実用書・文

庫・新書・双書・コミック・その他
　〔問合せ、申込先〕
　〒101-0051東京都千代田区神田神
保町3-12-3神保町スリービル８F　
出版文化産業振興財団（JPIC）内
造本装丁コンクール事務局TEL03
(5211)7286
　入賞作品は、世界最大の国際図
書展であるフランクフルト・ブッ
クフェアに展示されるとともに、ラ
イプツィヒ・ブックフェア「世界で
最も美しい本コンクール」に出品さ
れます。また、国内では「東京国際
ブックフェア2011」、（会期：７月
７日㈭～10日㈰、会場：東京ビック
サイト）に出品されます。
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巻頭言

　今年度、組合事業の新しい試みとして、デザ
イン系の学生さんや高校生を対象に、ポスター
グランプリの公募をしました。
　目的としては、クリエーターを目指す学生さ
ん達の育成を図ると共に、印刷業界とデザイン
業界の交流を促進する為。それに併せて、昨年
名古屋市で開催されましたCOP10の協賛として、
テーマを「環境保護」Human life is also one
（人類もまたひとつの命）として公募しました
ところ、愛知県内の大学・専門学校、高校より
多くの応募があり、その関心の深さに驚いたも
のです。
　以前より印刷業といわゆるグラフィックデザ
インを取り巻く環境にいる人たち（クリエイ
ター、フォトグラファー、イラストレーターな
ど）とは、近いようで何だか遠い存在のような
気がしていましたが、この様な事業を通じて少
しでも接近できた事は進歩だったと思います。
　しかし、実際にポスターグランプリを開催し
てみて、私たち実際のビジネスの現場にいる人
たちとの間に若干のギャップがあると感じたの
も事実です。
　アートとデザインと広告。同じようで実は同

じではない。教育現場とビジネスの現場の考え
方のギャップにも気付くことが出来ました。
　それはこの事業を開催したからこそ分かった
事で今後の問題点と同時に、こうしてデザイン
業界と交流する意義みたいなものも見えてきま
した。
　彼らが持っているアート的なセンスや技術を
もっと印刷に生かしていき、逆に印刷のノウハ
ウやビジネスとしての販促のありかたを共有する
事によって、お互いがもっと向上するのではな
いかと思うのです。これは、他の業界では真似の
出来ない印刷業界ならではの強みであります｡
　来年度は、岐阜県・三重県の工組も加わって、
より広く公募する事となり、今年度の反省も踏
まえて新たな審査員の方、新たな審査基準も設
けてよりいっそうレベルの高いポスターグラン
プリを目指して参ります。
　入賞作品展も行なわれますので、組合員の皆
様もぜひこの機会にご覧になって、若い彼らの
パワーを肌で感じていただくと同時に印刷とデ
ザインが、今後どう深く関わっていけばよいか
を考えていただく機会になればと期待しており
ます。

「印刷とデザイン」

経営革新・環境委員長　佐藤　壽記
主催：名古屋市工業研究所

イベント案内
「ようこそ！
　ものづくりの世界へ」

応募締切３月31日㈭まで

「造本装丁コンクール」
　作品募集中

事務局だより



　理事会の司会は加藤修専務理事が務め、冒頭、挨
拶に立った髙井理事長は、印刷業界の動向にふれ、
本年４月からの小学校における新学習指導要領の全
面実施にともない、現在、教科書に関連した印刷需
要が増大していること、また、全日本印刷工業組合
連合会（水上光啓会長／全印工連）の事業にもふれ、
特別ライセンスプログラム事業に関連して「（愛印
工は）臨時の収入を得ることができました」と報告

　愛知県印刷工業組合（髙井昭弘理事長／愛印工）は、
２月17日午後３時30分より、愛知県印刷会館で、平成22
年度２月期理事会（第８回）を開催しました。理事会で
は、来年度開催予定の第２回ポスターグランプリ（PG）
の実施要領（案）が発表された他、経営革新・環境委員
会はじめ６委員会から事業概要が報告されました。

しました。
　この後、髙井理事長を議長に議事の審議に入りま
した。
　■議事
　〈組合員の加入・脱退〉
　加入３社、脱退４社（組合員総数289社）
　〈平成22年度決算見込みの件〉
　加藤専務理事が、平成22年度１月末現在の一般
会計収支決算見込みを説明しました。髙井理事長は
補足説明の中で、賦課金収入の減少に懸念を表明す
るとともに、愛知県印刷会館の建設にともなう支払
家賃の問題を提起しました。今期の決算に関しては、
管理諸費の減少、全印工連・特別ライセンスプログ
ラムにともなう臨時収入が見込まれることから、プ
ラスになるとの見解を示しました。

　〈ポスターグランプリの件〉
　細井俊男副理事長が、第１回ポスター・グランプ
リの結果（入賞・入選作品集の刊行、収支決算書な
ど）を報告した。また、第２回ポスター・グランプ
リ実施要領（案）も発表しました。それによります
と、岐阜県印刷工業組合、三重県印刷工業組合も主
催団体として、「まちの魅力を伝えよう！」をテー
マに開催。応募期間は８月22日～９月５日。入賞作
品展は11月１日～６日まで愛知県美術館で、表彰式
は11月3日に同館で開催します。
　〈平成22年度委員会事業の件〉
　経営革新・環境委員会、マーケティング委員会、
共済・労務委員会、教育委員会、建設委員会、組
織・官公需委員会の６委員会から、活動の現状、今
後の活動計画について報告されました。
　このうち、経営革新・環境委員会の報告（細井副
理事長）に関連して、髙井理事長が、自治体や民間
企業の印刷発注に影響を及ぼすグリーン購入法の調
達判断基準・配慮事項に日本印刷産業連合会（日印
産連）の「グリーンプリンティング（GP）認定制
度（ガイドライン）」を基準、配慮の「参考とする
こと」と明記されていることから、GPマークの認
証取得を提唱しました。
　共済・労務委員会の猪飼重太郎委員長は、「従業
員・家族合同レクリエーション大会」を、NHKの大
河ドラマ「江／姫たちの戦国」のゆかりの地、長浜
方面とし、ブドウ狩りを兼ねて９月に実施する方向
で計画していることを報告するとともに、共済制度
（生命、設備、医療など）への加入促進への協力を
要請しました。
　建設委員会の白井紘一委員長は、２月７日開催の
愛知県印刷協同組合（白井紘一理事長／協同組合）
の理事会、臨時総会で「これまで、愛印工のメン
バーで建設委員会を構成してきました。これからは
建物は協同組合で建設するという形の中で、協同組
合の建設委員会として協議をして行くということで、
理事会及び臨時総会で承認いただきました」と報告。
　この報告を受けて、髙井理事長が「愛印工の建設
委員会を解散したい」と提案、承認された。
　■報告事項
　岡田邦義副理事長が、ジョブ・カード制度を利用
した新入社員教育の進捗状況を説明しました。髙井
理事長は補足説明の中で、新入社員研修会カリキュ
ラムのうち「コミュニケーションスキルアップセミ
ナー」を特に推奨し、新入社員だけでなく、入社２

～４年の社員の参加も要請しました。
　■その他
　髙井理事長が日印産連からの要望（印刷産業環境
優良工場表彰制度への応募、昇華転写紙の古紙への
混入を避けることなど）を説明しました。

名　称　第２回ポスターグランプリ
対　象　ポスター
テーマ　まちの魅力を伝えよう！

～東海３県の郷土・歴史・観光・産業振
興など、地域活性化に関するもの～
＊まちの魅力を伝えるビジュアル、キャッ
チコピーを含む作品を募集

目　的　デザインに興味を持つ大学生（大学院生、
短期大学を含む）・専門学校生、高校生
（高等専門学校生を含む）を対象に、グ
ラフィックデザインのポスター作品コン
ペティションを開催し、若者のデザイン
力の向上を目的とします。同時に、将来
性のあるデザイナー育成の登竜門と位置
付け、印刷業界とデザイン関連業界の発
展を支援します

主　催　愛知県印刷工業組合、愛知県印刷協同組合、
岐阜県印刷工業組合、三重県印刷工業組合

共　催　愛知県印刷産業団体連絡会、つるぎ出版社
後　援　中部経済産業局、愛知県、岐阜県、三重県、

名古屋市、愛知県教育委員会、名古屋市
教育委員会、中日新聞社、全日本印刷工
業組合連合会他

協　賛　印刷関連企業
応募部門　大学生・専門学校生の部、高校生の部
応募期間　平成23年8月22日㈪～平成23年9月5日㈪

　＊必着
応募作品　未発表の作品　１人１点（印刷可能な

ものに限る、手描き又はCGによるもの、
色彩表現は自由）サイズ：①大学生・専
門学校生の部／B1判、縦型、発泡パネル
仕立て②高校生の部／B2判、縦型、発泡
パネル仕立て

審査日　平成23年９月中旬
入賞・入選発表　平成23年９月下旬
入賞作品展　日時：平成23年11月１日㈫～６日㈰

午前10時～午後５時
会場：愛知県美術館ギャラリー展示室Å
（愛知県芸術文化センター８F）

表彰式　平成23年11月３日㈭午前10時30分
会　場　愛知県芸術文化センター    アートスペースＡ(12F)
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第２回ポスターグランプリの実施要領（案）発表
愛印工・２月期理事会愛印工・２月期理事会

印刷会館の建設母体を協組へ移行

第２回ポスターグランプリ実施要領（案）

愛知県印刷工業組合・愛知県印刷協同組合・岐阜県
印刷工業組合・三重県印刷工業組合主催

２月期理事会のもようと
挨拶する髙井理事長
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共済・労務委員会、教育委員会、建設委員会、組
織・官公需委員会の６委員会から、活動の現状、今
後の活動計画について報告されました。
　このうち、経営革新・環境委員会の報告（細井副
理事長）に関連して、髙井理事長が、自治体や民間
企業の印刷発注に影響を及ぼすグリーン購入法の調
達判断基準・配慮事項に日本印刷産業連合会（日印
産連）の「グリーンプリンティング（GP）認定制
度（ガイドライン）」を基準、配慮の「参考とする
こと」と明記されていることから、GPマークの認
証取得を提唱しました。
　共済・労務委員会の猪飼重太郎委員長は、「従業
員・家族合同レクリエーション大会」を、NHKの大
河ドラマ「江／姫たちの戦国」のゆかりの地、長浜
方面とし、ブドウ狩りを兼ねて９月に実施する方向
で計画していることを報告するとともに、共済制度
（生命、設備、医療など）への加入促進への協力を
要請しました。
　建設委員会の白井紘一委員長は、２月７日開催の
愛知県印刷協同組合（白井紘一理事長／協同組合）
の理事会、臨時総会で「これまで、愛印工のメン
バーで建設委員会を構成してきました。これからは
建物は協同組合で建設するという形の中で、協同組
合の建設委員会として協議をして行くということで、
理事会及び臨時総会で承認いただきました」と報告。
　この報告を受けて、髙井理事長が「愛印工の建設
委員会を解散したい」と提案、承認された。
　■報告事項
　岡田邦義副理事長が、ジョブ・カード制度を利用
した新入社員教育の進捗状況を説明しました。髙井
理事長は補足説明の中で、新入社員研修会カリキュ
ラムのうち「コミュニケーションスキルアップセミ
ナー」を特に推奨し、新入社員だけでなく、入社２

～４年の社員の参加も要請しました。
　■その他
　髙井理事長が日印産連からの要望（印刷産業環境
優良工場表彰制度への応募、昇華転写紙の古紙への
混入を避けることなど）を説明しました。

名　称　第２回ポスターグランプリ
対　象　ポスター
テーマ　まちの魅力を伝えよう！

～東海３県の郷土・歴史・観光・産業振
興など、地域活性化に関するもの～
＊まちの魅力を伝えるビジュアル、キャッ
チコピーを含む作品を募集

目　的　デザインに興味を持つ大学生（大学院生、
短期大学を含む）・専門学校生、高校生
（高等専門学校生を含む）を対象に、グ
ラフィックデザインのポスター作品コン
ペティションを開催し、若者のデザイン
力の向上を目的とします。同時に、将来
性のあるデザイナー育成の登竜門と位置
付け、印刷業界とデザイン関連業界の発
展を支援します

主　催　愛知県印刷工業組合、愛知県印刷協同組合、
岐阜県印刷工業組合、三重県印刷工業組合

共　催　愛知県印刷産業団体連絡会、つるぎ出版社
後　援　中部経済産業局、愛知県、岐阜県、三重県、

名古屋市、愛知県教育委員会、名古屋市
教育委員会、中日新聞社、全日本印刷工
業組合連合会他

協　賛　印刷関連企業
応募部門　大学生・専門学校生の部、高校生の部
応募期間　平成23年8月22日㈪～平成23年9月5日㈪

　＊必着
応募作品　未発表の作品　１人１点（印刷可能な

ものに限る、手描き又はCGによるもの、
色彩表現は自由）サイズ：①大学生・専
門学校生の部／B1判、縦型、発泡パネル
仕立て②高校生の部／B2判、縦型、発泡
パネル仕立て

審査日　平成23年９月中旬
入賞・入選発表　平成23年９月下旬
入賞作品展　日時：平成23年11月１日㈫～６日㈰

午前10時～午後５時
会場：愛知県美術館ギャラリー展示室Å
（愛知県芸術文化センター８F）

表彰式　平成23年11月３日㈭午前10時30分
会　場　愛知県芸術文化センター    アートスペースＡ(12F)
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第２回ポスターグランプリの実施要領（案）発表
愛印工・２月期理事会愛印工・２月期理事会

印刷会館の建設母体を協組へ移行

第２回ポスターグランプリ実施要領（案）

愛知県印刷工業組合・愛知県印刷協同組合・岐阜県
印刷工業組合・三重県印刷工業組合主催

２月期理事会のもようと
挨拶する髙井理事長



　■立派な会社はぶれることがない
　今、不況、不況と言いますが、私は不況という認識は
ありません。本当の不況というのは、このようなもので
はない、これからの時代における本当の不況というのは、
こんなものではない、むしろ好況と見た方が良いのでは
ないか、と私は考えています。なぜならば、私が全国を
回り、これまで6,500社ほど実態調査をして、不況という
言葉が通用しないような、立派な中小企業が山ほどある
からです。
　中小企業を経営して行く上で、売上高経常利益率は、
安定的に継続して５％以上あるべきだと思いますが、30
年間10％以下になったことがない、あるいは50年以上
５％以下になったことがない中小企業が存在するのです。
しかも、増収増益を続けています。
　そのような会社にぶれはありません。好況だから利益
率が高くなり、不況だから利益率が下がるということは
ありません。立派な会社はぶれないのです。それはまた、
正しい経営をしているということです。正しい経営をす
れば、100％どころか、200％の確率で成長、発展します。
　■正しい経営と、その必要性
　正しい経営とは、次の5人が程度の差こそあれ、幸せと
感じるような、そういう経営をすることです。5人が幸せ
と感じた組織体は絶対ぶれません。
　①社員とその家族／②社外社員とその家族／③顧客／
④地域住民／⑤株主・関係者
　まずは「社員とその家族」です。

　不況の多くの原因は、皆様方の社員によって作られま
す。そして、その社員が作る不況の本質原因は経営者に
あります。もっとはっきり言います。社員のモチベー
ションが下がると、会社の業績が下がるのです。会社の
業績が下がると社員のモチベーションが下がるのではな
いのです。不況になると社員のモチベーションが下がる
のではないのです。社員のモチベーションが下がると、
業績が下がるのです。社員のモチベーションが下がると、
その会社に限って不況が訪れるのです。
　では、なぜ社員のモチベーションが下がるか。
　簡単です。社員とその家族の幸せを念じた経営をしな
かったからです。例えば、リストラ、希望退職を募るか
らです。希望退職を募って、あるいは希望退職で、リス
トラされて、その方だけが心を痛めるのではなくて、一
番心を痛めるのは、やる気満々の残った社員だと思い
ます。「ひどいことをする会社だな、この会社は」と。
「自分自身は今、体調が良くて、家族も皆、元気でい
るけれども、何か問題が起きたら自分がそうなる」と。
「こんな会社にはいられない」と言ったら最後ですから、
おそらく言わないと思います。言わない代りに常に心に
そういう思いがあるから、お客様に充分な感動的サービ
スが提供できなくなるのです。いつか辞めようと思って
いるから、辞めた時に、自分を有利に売りたいから、そ
の時のために画期的なアイデアは隠しておくのです。ろ
くな商品は出さないのです。自分自身の防衛のために。
次なる職場のために。

　社員とその家族に対する仕打ちが、モチベーションを
下げるのです。企業経営で一番大事なのは、社員とその
家族を幸せにすることなのです。例えボーナスが下がり、
給料が下がっても、ある特定の人々に圧をかけないよう
なことをすべきなのです。喜びも悲しみも苦しみも、共
に分かち合うのが正しいのです。これが日本的経営の良
さなのです。
　■リストラは避けるべき
　もしも業績が下がって大変ならば、リストラをするよ
りは、全社員の給料を下げるべきです。もちろん、社長
さんが一番下げるべきです。それから専務、常務を下
げて、部長、課長を下げて、それでペイできるのだった
ら、一般社員の給料を1円でも下げるべきではありませ
ん。なぜならば、罪はないのですから。社長がそういう
決断をすれば、まともな一般社員はおそらく「社長、困
ります。私たちも責任の一端を担いでいます。私たちも
どうか給料を下げてください」と言うと思います。もし、
「どうして頑張ってきた俺の給料が、同じように下げら
れなければならないのか」と言う社員がいたならば、そ
の人にとって大切なのは仲間ではないのです。会社なの
です。そのような人がこれからの時代に求められる感動
的価値、人間味あふれる、心あふれる商品、サービス、
営業ができるとは思いません。だったら、その人に辞め
てもらったら良い。
　■下請企業、外注企業の大切さ
　次は「社外社員とその家族」です。
　社外とは、下請企業、外注企業です。私たちがやりた
くないような、やれないような、嫌らしい仕事。納期が
短いとか、１個しかないとか、単価的に厳しいとか、粉
塵が出るとか、騒音が出るとか、振動が出るとか、面倒
臭いとか。そういった仕事は、私たちは外に振っている
わけです。ものも言わずに、一生懸命、私たちに応えて
くれているわけです。
　その方々が幸せと感じられないならば、この方々から
価値ある提案が生まれるとは考えられません。私たち会
社のために10年先のことを考えた研究開発、設備投資を
することはないでしょう。
　社外の社員とその家族も、信頼を寄せるような、取引

をしていることによって、幸せを実感できるような会社
でなければなりません。今、製造業で起きている問題の
一つは下請企業の反乱です。いい加減なことをしている
発注者は間違いなく捨てられます。
　■経営計画が夢を明示する
　私はいろいろな会社に頼まれて、長期計画を作ります。
いちばん長い長期計画を作って上げたのは、50年計画で
す。その次は30年計画です。10年計画はざらに作ってい
ます。50年計画を作った時、18歳の若者が感動して「私
たちの定年する時が分かる計画だ。辛くても頑張る」と
言ってくれました。社長の年が60歳で、定年退職するの
が70歳だから、10年計画で良いというのは間違っていま
す。昨日入社した若者にとっては、将来をかけている会
社です。私たちは、夢のある苦しみは耐えることができ
ますが、夢のない苦しみは耐えることはできません。し
かし、経営計画の中で夢を明示することはできます。実
現の可能、不可能は別にして、昨日入社した若者のため
にも、私たちは夢のある計画を作って上げることが必要
だと思います。
　■中小企業は、景気、流行を追っては駄目
　かつてこのような席で、ある経営者から「いつ頃まで
我慢すれば良いですか？」「いつ頃、好況になるのです
か？」と質問されました。私は次のように回答しました。
　「この国が好況になる時は、貴方の会社が好況になる
時です」「貴方の会社が好況にならなければ、この国は
好況になりません」「全体の好況を待つよりは、貴方の
自身の会社が好況になることです」
　中小企業は、景気、流行を追ったら終わりです。景気、
流行は、必ず廃れるからです。その時、一番、迷惑がか
かるのは、社員だからです。社員を守ろうと思ったら、
景気、流行を追っては駄目です。品質、本質を追わなけ
れば駄目です。今年の景気はどうか、為替レートはどう
か、アメリカ経済はどうか、ということで決断しては駄
目です。この経営が、この商品が、社員とその家族を幸
せにするかどうかで判断しながら、私たちは舵取りすべ
きです。
　いい加減のだらしない中小企業経営者が、景気や政策
が悪い、業種・業態が悪い、規模が小さい、ロケーショ
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快進撃企業のぶれない経営の極意
正しい経営をすれば確実に成長、発展する

坂本光司教授
法政大学大学院政策創造研究科
法政大学大学院静岡サテライトキャンパス長

●新年互礼会「講演会」より

講演中の坂本光司教授
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ん。なぜならば、罪はないのですから。社長がそういう
決断をすれば、まともな一般社員はおそらく「社長、困
ります。私たちも責任の一端を担いでいます。私たちも
どうか給料を下げてください」と言うと思います。もし、
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てもらったら良い。
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をしていることによって、幸せを実感できるような会社
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ます。50年計画を作った時、18歳の若者が感動して「私
たちの定年する時が分かる計画だ。辛くても頑張る」と
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が70歳だから、10年計画で良いというのは間違っていま
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社です。私たちは、夢のある苦しみは耐えることができ
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ンが悪い、大企業・大型店が悪いなどを口実に、我が社
の駄目さを嘆いて、その犠牲として社員をリストラする
ケースがあります。それは間違っています。社員をリス
トラするのだったら、その前に経営者は腹を切るべきで
す。社員を路頭に迷わせるのだったら、経営者も一緒に
路頭に迷うべきです。
　■良い会社ほど労働時間が短く休みが多い
　中小企業は価格競争力という競争をしては駄目です。
それは資本力のある大企業に任せるべきです。本来、中
小企業は価格競争すべき存在ではないのです。
　大企業と中小企業の最大の違い。所詮、生きる世界が
違う。それだけです。規模が小さいとか、生産性が低い
とか、関係ありません。大企業よりもはるかに高い生産
性の中小企業もあります。日本で一番休みの多い会社は
中堅企業です。
　私が6,500社を実態調査した結論の一つ、共通している
ことは次のことです。
　「儲かっていない会社ほど労働時間が長い」「良い会
社ほど労働時間が短く休みが多い」

　業績を高めたいと思ったら、休みを増やし、労働時間
を短くすることです。それは単位当り付加価値の高い仕
事をやるという戦略になります。
　■決断する際の二つの基準
　私がいろいろな経営者にアドバイスする時に、言って
いることがあります。
　「貴方のやろうとすることが、正しいか、正しくない
か、自然か、不自然かという、この二つで決めなさい」
　正しいか、正しくないか、自然か、不自然かで決断さ
れた方が良いと思います。儲かるか、儲からないか、景
気が良くなるか、良くならないかで決断すると、ぶれが
起こります。
　お客さんは、どこの人、誰と付き合った方が、どの会
社と付き合った方が、幸せになるかどうかということを
見ています。得するか、得しないか、ではないのです。
幸せになるか、ならないかで、お客さんは選択しようと
しています。私たちも徳のある人、企業とお付き合いす
べきだと思います。また、そういう人間、企業にならな
ければなりません。

　■概要　特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習
会は、廃棄物処理法に定められている特別管理産業廃棄
物管理責任者になろうとする人などが特別管理産業廃棄
物に係わる管理全般にわたる業務を適切に遂行するため
に必要な知識を習得することを目的としている。
　■受講対象者　廃棄物処理法に定められている特別管
理産業廃棄物管理責任者の資格を取得されたい方などが
対象。
　■受講の目的　特別管理産業廃棄物に係わる管理全般

にわたる業務を適切に遂行するために必要な知識及び技
能を習得することを目的としている。
　■排出事業者(特責)講習会　〈講習会名〉特別管理産
業廃棄物管理責任者に関する講習会、〈対象者〉特別管
理産業廃棄物管理責任者の資格者、並びに必要な知識を
修得しようとする方、〈関係条文〉規則第8条の17第1号
第2号、〈講習期間〉１日、受講料(税込み)12,000円。
　■平成23年度講習会　〈開催日程の公表〉平成23年３
月25日㈮、〈受付開始〉平成23年４月１日㈮。

　申し込み、受付については、４月１日㈮以降に各都道
府県にある産業廃棄物協会に問い合わせください。
　〈詳しくは〉　
　㈳愛知県産業廃棄物協会　
　〒460-0022 名古屋市中区金山2-10-9第8フクマビル5F
　TEL052(332)0346　FAX052(322)0136 

　愛知県労働局労働基準部より、愛知県内における機械
などによる労働災害の発生状況が高まっている現状から、
この程、「機械の包括的な安全基準に関する自主点検
表」の作成について、以下の要望が通達された。
　通達では、自主点検表の作成について、点検項目、機
械設備などに関する職場安全点検表（ユーザー用／作業
責任者用／作業者用）、平成22年度労働災害発生状況な
どが詳報されている。
　点検項目では、点検時の判断基準を(1)作成済(2)要見

直(3)未作成(4)該当なしに４段階に分け訊ね、また、機械
設備などに関する職場安全点検表では、「はい」「いい
え」で回答することで安全管理の状況について確認をす
るようにしている。
　なお、様式などについては愛知労働局のホームペー
ジ（http://www.aichi-rodo.go.jp/）の「統計・情報」
（http://www.aichi-rodo.go.jp/jyoho/jyoho01.html）の
「情報」安全課の項目に掲載。ダウンロードして活用が
できる。

　「愛知県内における機械などによる労働災害の発
生状況を見てみますと、製造業のみならず商業や飲
食業などの第三次産業においても加工機械などの使
用拡大にともない被災する割合が高まる状況が見受
けられます。
　機械災害の原因を調べてみますと多くの場合、機
械の取り付けられた安全装置などの機能を無効化し
たり、定期点検や月次検査の未実施、あるいは、実
施しても不具合箇所を放置し修理などしないもの、
カバー類が破損しあるいは紛失したまま放置してい
るものなどが見受けられています。これらは、過度
な経費節約などによる機械の本質安全化がされず、
安全対策が不十分となっていること、また、機械が
トラブルを起こした際に、経験や知識の乏しい機械

操作者などが不用意に機械などの点検や修理などを
実施して、死亡災害になる事例も見受けられていま
す。
　特に、作業手順が決められている場合においても、
機械などのトラブルが突然起きると、機械の操作者
などがパニックに陥ったりして、会社で決められた
作業手順どおりに機械を停止させていない場合や、
機械の構造や修理に対する知識不足など、メーカー
が行っていた機械修理などを見よう見まねで行なう
など、安全教育などが要因として考えられます。
　このような状況から、このたび、職場における機
械のリスクを確認・排除するために取り組まれる場
合に活用するため、『機械の包括的な安全基準に関
する自主点検表』などを作成しました」。
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　㈳日本印刷産業連合会では、印刷産業における各
企業の環境問題に対する取り組みを促進するととも
に、印刷工場の環境改善及び印刷企業に対する社会
の一層の支持・理解を獲得することを目的に、印刷
産業環境優良工場の表彰制度を制定している。第10
回目の応募が始まっているので、その応募要領を紹
介する。
　【表彰の種類】
・経済産業大臣賞
・経済産業省商務情報政策局長賞
・社団法人日本印刷産業連合会会長賞
・社団法人日本印刷産業連合会環境優良工場奨励賞
　(上記賞以外に表彰に値する工場には特別賞を授与
する)
　【応募資格】
　(1)㈳日本印刷産業連合会の会員である10団体傘下
の会員企業であること。(2)印刷及び印刷加工に関わ
る工場であること。(3)平成23年３月１日現在におい
て、工場稼動後３年以上経過していること。(4)最近
５ヶ月以内に環境法令などに基づき操業停止などの
行政による処分を受けていないこと。(5)第２次審査
への応募は１企業１工場に限る。
　【提出書類】
　第１次審査（正１通)）(1)印刷産業環境優良工場表
彰応募票－第１次審査用－
　第２次審査（正１通　副２通）(1)印刷産業環境優
良工場表彰候補工場応募票－第２次審査用－(2)工場
全体、各作業場、環境関連施設及びその他記入項目
に関する写真（別綴じ）

　【応募の手続き】
　(1)応募書類の請求（次の①、②のいずれか）①審
査用応募票などは、所属する会員団体事務局に請求
②同応募票などは、日本印刷産業連合会ホームペー
ジからダウンロード可（http://www.jfpi.or.jp/） 
　(2)応募の方法　①応募する工場は、第１次審査用
応募票を提出する。ただし、過去に印刷産業環境優
良工場の表彰を受けた工場は、第１次審査を免除す
る。②第１次審査の結果、優秀な工場には通知（平
成23年４月中旬予定）が行なわれるので、通知の
あった工場は第２次審査用の応募書類を提出する。
　(3)提出先　第１次審査用応募票及び第2次審査用
応募書類は、所属する会員団体事務局又は日本印刷
産業連合会に提出する。
　(4)提出期間　第１次審査用応募票／平成23年３月
１日㈫～平成23年３月31日㈭　第２次審査用応募書
類／平成23年４月20日㈬～平成23年５月31日㈫。
　【連絡】
　採否は平成23年９月上旬までに所属団体経由で連
絡。
　【表彰式】
　(1)日時／平成23年９月20日㈫　(2)会場／ホテル
ニューオータニ「鶴の間」(東京都千代田区)「2011
年印刷文化典」記念式典にて表彰。
　【問合せ先】
　〒104-0041東京都中央区新富1-16-8
㈳日本印刷産業連合会環境担当
TEL03(3553)6051　FAX03(3553)6079
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に、印刷工場の環境改善及び印刷企業に対する社会
の一層の支持・理解を獲得することを目的に、印刷
産業環境優良工場の表彰制度を制定している。第10
回目の応募が始まっているので、その応募要領を紹
介する。
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　【問合せ先】
　〒104-0041東京都中央区新富1-16-8
㈳日本印刷産業連合会環境担当
TEL03(3553)6051　FAX03(3553)6079

－ 10 － － 11 －

提出期間：３月31日㈭

　主催：社団法人日本印刷産業連合会／印刷工業会、全
日本印刷工業組合連合会、日本フォーム印刷工業連合会、
㈳日本グラフィックサービス工業会、日本グラフィック
コミュニケーションズ工業組合連合会、全日本製本工業
組合連合会、全日本シール印刷協同組合連合会、全国グ
ラビア協同組合連合会、全日本スクリーン・デジタル印
刷協同組合連合会、全日本光沢化工紙協同組合連合会

㈳日本印刷産業連合会

第10回「印刷産業環境優良
　　　　　　 工場表彰」応募要領

愛知県印刷工業組合　新入社員研修会 カリキュラム

※お申込み等のお問い合わせは、愛知県印刷工業組合事務局へ。　ＴＥＬ　０５２－９６２－５７７１（担当：勝野、高屋）
※本表及び参加申込書は愛知県印刷工業組合ホームページからダウンロードできます。http://www.ai-in-ko.or.jp/



　昨年、アメリカ大豆油協会は、ソイシールロゴの日本
における商標登録期限が切れる今年４月末日以降、延長
しない旨表明していたが、この程、同協会から「更新手
続きを行った」との発表があった。これにより、印刷イ
ンキ工業連合会が設定した植物油インキとの関連につい
て、植物油インキマーク及びソイシールロゴを使用して
いるユーザーから、数多くの問い合わせが寄せられてい
るため、この問題に対する考えを公表した。

　インキ製品のラベル表示に関するお知らせ
　植物油インキマークに統一表示へ
　印刷インキ工業連合会

　「植物油インキ製品のラベル表示につきまして、昨年
10月１日を目処にソイシールから植物油インキマークに
順次切替えていくよう会員各社に対して要請し、現状で
はそのほとんどが植物油インキ製品として市場に提供さ
れております。当連合会調査によりますと、2009年度に
提供されたオフセット輪転インキの約96％、オフセット
枚葉インキの約62％が植物油インキとして登録されたイ
ンキでありました。また、印刷物に表示するために印刷
会社などから植物油インキマーク使用を要望された許諾
契約社数は２月１日現在1,400社を超えております。
　このような状況から、今年４月以降は植物油インキの
生産に一本化し、表示マークの統一を図っていくよう、
会員各社に対し奨励しているところです。その背景とし
ては、植物油インキは環境対応という点からみましても
大豆油インキを包含する位置にあり、食料である大豆油
に限定せず、非食用である植物油やリサイクルされた再
生油にも使用を拡大したいという点で大豆油インキを凌

駕していると考えております。
　また、大豆油インキを包含する基準として設定された
植物油インキでありますので、今後、植物油インキマー
クとソイシールを製品それぞれに二重表示することに
特別な意味はなく、かえってラベル表示の煩雑化やユー
ザーの混乱を招く恐れがあると思われます。
　こうした諸般の事情をご賢察いただき、需要家の皆様
並びに印刷物を発注される皆様におかれましては、植物
油インキの生産・表示の統一化に対しましてご理解ご協
力を賜りたくお願い申し上げます。」

　〈参考〉
　ソイシールロゴの商標登録更新
　ソイシール使用許諾契約業務再開のお知らせ
　アメリカ大豆協会日本事務所

　「アメリカ大豆協会日本事務所は、ソイシールロゴの
商標登録更新手続きを済ませましたので、お知らせいた
します。アメリカ大豆協会のソイシールロゴは引き続き
お使いいただけます。
　昨年８月２日付け文書で、ソイシール使用許諾契約業
務終了のご連絡を致しましたことにより、印刷業界の皆
様にはご心配、多大なご迷惑をおかけし、混乱を引き起
こしましたことを、心からお詫び申し上げます。
　ソイシールロゴは、10年以上にわたり皆様に広くご愛
用いただいている商標で、日本では5,505社がソイシール
使用者として登録されています。今後とも引き続き、環
境にやさしい大豆インキ及び大豆インキでの印刷物を表
す商標ソイシールロゴをお使いいただきたくお願い申し
上げます。もし何かご質問がございましたら、また、新
しい登録希望者がいらっしゃいましたら、アメリカ大豆
協会日本事務所にお問い合わせください。ソイシール使
用許諾契約業務を再開しております。今後ともご支援、
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。」

　財団法人古紙再生促進センターでは、昇華転写紙によ
る古紙利用紙製品の品質トラブルが続発していることか

ら、「昇華性インクが付着した印刷物（昇華転写紙）に
ついて」のお願い状を配布し、その窮状を訴えている。

　昇華性インクが付着した印刷物（昇華転写紙）について
　のお願い
　財団法人古紙再生促進センター

　「近年、昇華転写紙による古紙利用紙製品の品質トラ
ブルが続発していることから、昨年２月には当センター
に昇華転写紙混入防止対策チームを設置し、具体的な混
入防止対策について検討を開始しました。
　アイロンプリント紙を付録に綴じ込んだ週刊漫画雑誌
（昨年８月発行）による被害の拡大が予想されることか
ら、昨年９月には社団法人日本雑誌協会に対して昇華転
写紙が古紙に混入しないように関係者への適正処理指導、
情報提供などのご協力をお願いするとともに消費者によ
る昇華転写紙の完全な分別廃棄が担保できない場合には、
昇華転写紙の雑誌への利用は控えていただきたい旨の要
請を行い、12月には雑誌協会としてアイロンプリント紙
の使用を自粛する旨機関決定していただきました。
　我が国では、資源循環型社会構築に向け、古紙利用率
目標の見直しが現在進められるなど、今後ますます紙リ
サイクルのハードルは高くなり、紙リサイクル関係者に
は更なる努力が求められる情勢にあると考えております。
　昇華転写紙はリサイクル上禁忌品（古紙回収、利用上
の障害物）として、古紙への混入防止に努力を重ねて今
日に至っておりますが、これによる被害は、現在におき
ましても引き続き発生し、紙リサイクル上の大きな問題
となっております。
　つきましては、このような状況をご理解いただき、昇
華転写紙の取り扱いに関するガイドラインの設定とガイ
ドラインの遵守に付きまして、ご検討方よろしくお願い
申し上げます。」

＊　　　　　＊

　現在、古紙再生促進センターでは、昇華転写による紙
リサイクルへの悪影響を防止する観点から、昇華転写紙
関連事業者（印刷機器・資材メーカー、販売企業）、広
告事業者、書籍・雑誌事業者、アパレル、スポーツ、ノ
ベルティなど関係事業者、廃棄物処理業者、地方自治体、
古紙回収事業者に、それぞれの立場で以下内容のガイド
ラインの設定、遵守、協力を要請する予定でいる。

　【昇華転写紙取り扱いガイドライン（案）】
　①昇華転写紙を含む印刷物を取り扱う事業者が昇華転
写紙を含む印刷物を処分する場合、昇華転写紙を古紙に
混入させず廃棄物として適正に処理する。
　②昇華転写紙を含む印刷物の取引に際し、「消費者に
よって昇華転写紙未利用品及び使用済みの昇華転写紙の
完全な廃棄処理が行われず、古紙に混入した場合、昇華
転写紙は紙リサイクルの阻害物質として環境に悪影響を
与える」旨周知徹底を図る。
　③昇華転写紙のユーザー（一般消費者、事業者）に対
し、使用後の昇華転写紙、未利用の昇華転写紙を処分す
る際の適正処理を促す目的で、「昇華転写紙は古紙には
なりません、廃棄物として処理してください」との表示
を、印刷物もしくは包装紙のわかりやすい場所に大きく
明記する。
　④昇華転写紙の完全な分別廃棄が担保できない場合に
は、消費者、特に、一般消費者を対象として昇華転写紙
の販売、利用を差し控える。
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　愛知県中小企業団体中央会では、平成19年９月以降
に高等学校、大学、大学院、短期大学又は専門学校を
卒業しながら就職されていない方を対象に、｢新卒者
就職応援プロジェクト（６ヶ月間の職場実習）の受入
希望企業の募集を始めている。
　本事業は、実習生に対し中小企業の仕事現場などに
触れる機会を提供すると共に、中小企業で働く上で必要
とされる技能・技術・ノウハウなどを習得させることを
目指している。なお、この実習を終了した後に実習生・
受入企業双方の合意により、受入企業へ正規雇用され
た方や正規雇用が内定した方が全国で誕生している。
　詳細は次のサイト（http://www.aiwed.or.jp/topics
/shinsotsuha4.html）で確認を。あるいは、愛知県中
小企業団体中央会情報調査部新卒者就職応援プロジェ
クト事務局TEL052(229)0044、FAX052(229)0811まで、
問い合わせください。

愛知県中小企業団体中央会
新卒就職応援プロジェクトの受入希望企業の募集
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境にやさしい大豆インキ及び大豆インキでの印刷物を表
す商標ソイシールロゴをお使いいただきたくお願い申し
上げます。もし何かご質問がございましたら、また、新
しい登録希望者がいらっしゃいましたら、アメリカ大豆
協会日本事務所にお問い合わせください。ソイシール使
用許諾契約業務を再開しております。今後ともご支援、
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。」

　財団法人古紙再生促進センターでは、昇華転写紙によ
る古紙利用紙製品の品質トラブルが続発していることか

ら、「昇華性インクが付着した印刷物（昇華転写紙）に
ついて」のお願い状を配布し、その窮状を訴えている。

　昇華性インクが付着した印刷物（昇華転写紙）について
　のお願い
　財団法人古紙再生促進センター

　「近年、昇華転写紙による古紙利用紙製品の品質トラ
ブルが続発していることから、昨年２月には当センター
に昇華転写紙混入防止対策チームを設置し、具体的な混
入防止対策について検討を開始しました。
　アイロンプリント紙を付録に綴じ込んだ週刊漫画雑誌
（昨年８月発行）による被害の拡大が予想されることか
ら、昨年９月には社団法人日本雑誌協会に対して昇華転
写紙が古紙に混入しないように関係者への適正処理指導、
情報提供などのご協力をお願いするとともに消費者によ
る昇華転写紙の完全な分別廃棄が担保できない場合には、
昇華転写紙の雑誌への利用は控えていただきたい旨の要
請を行い、12月には雑誌協会としてアイロンプリント紙
の使用を自粛する旨機関決定していただきました。
　我が国では、資源循環型社会構築に向け、古紙利用率
目標の見直しが現在進められるなど、今後ますます紙リ
サイクルのハードルは高くなり、紙リサイクル関係者に
は更なる努力が求められる情勢にあると考えております。
　昇華転写紙はリサイクル上禁忌品（古紙回収、利用上
の障害物）として、古紙への混入防止に努力を重ねて今
日に至っておりますが、これによる被害は、現在におき
ましても引き続き発生し、紙リサイクル上の大きな問題
となっております。
　つきましては、このような状況をご理解いただき、昇
華転写紙の取り扱いに関するガイドラインの設定とガイ
ドラインの遵守に付きまして、ご検討方よろしくお願い
申し上げます。」

＊　　　　　＊

　現在、古紙再生促進センターでは、昇華転写による紙
リサイクルへの悪影響を防止する観点から、昇華転写紙
関連事業者（印刷機器・資材メーカー、販売企業）、広
告事業者、書籍・雑誌事業者、アパレル、スポーツ、ノ
ベルティなど関係事業者、廃棄物処理業者、地方自治体、
古紙回収事業者に、それぞれの立場で以下内容のガイド
ラインの設定、遵守、協力を要請する予定でいる。

　【昇華転写紙取り扱いガイドライン（案）】
　①昇華転写紙を含む印刷物を取り扱う事業者が昇華転
写紙を含む印刷物を処分する場合、昇華転写紙を古紙に
混入させず廃棄物として適正に処理する。
　②昇華転写紙を含む印刷物の取引に際し、「消費者に
よって昇華転写紙未利用品及び使用済みの昇華転写紙の
完全な廃棄処理が行われず、古紙に混入した場合、昇華
転写紙は紙リサイクルの阻害物質として環境に悪影響を
与える」旨周知徹底を図る。
　③昇華転写紙のユーザー（一般消費者、事業者）に対
し、使用後の昇華転写紙、未利用の昇華転写紙を処分す
る際の適正処理を促す目的で、「昇華転写紙は古紙には
なりません、廃棄物として処理してください」との表示
を、印刷物もしくは包装紙のわかりやすい場所に大きく
明記する。
　④昇華転写紙の完全な分別廃棄が担保できない場合に
は、消費者、特に、一般消費者を対象として昇華転写紙
の販売、利用を差し控える。

－ 12 － － 13 －

■植物油インキの表示について

■昇華性インクが付着した印刷物について

TOPIC NEWS

印刷インキ工業連合会

植物油インキの表示について

財団法人古紙再生促進センター

昇華性インクが付着した印刷物
（昇華転写紙）について

●身近な催し物のお知らせ（愛印工組関係）
開催日時　　　　　　事業・行事、場所、備考

開催日時　　　　　　事業・行事、場所、備考

●身近な催し物のお知らせ（関係団体）

事業・行事 「平成22年度 通常総代会」
ところ 名古屋観光ホテル
詳細調整中
事業・行事 新入社員研修会
本文参照

5月20日㈮

4月 4 日㈪
　～順次

事業・行事 中部地区印刷協議会
 23年度上期会議
ところ 岐阜グランドホテル
詳細調整中

6月17日㈮
  ～18日㈯

　愛知県中小企業団体中央会では、平成19年９月以降
に高等学校、大学、大学院、短期大学又は専門学校を
卒業しながら就職されていない方を対象に、｢新卒者
就職応援プロジェクト（６ヶ月間の職場実習）の受入
希望企業の募集を始めている。
　本事業は、実習生に対し中小企業の仕事現場などに
触れる機会を提供すると共に、中小企業で働く上で必要
とされる技能・技術・ノウハウなどを習得させることを
目指している。なお、この実習を終了した後に実習生・
受入企業双方の合意により、受入企業へ正規雇用され
た方や正規雇用が内定した方が全国で誕生している。
　詳細は次のサイト（http://www.aiwed.or.jp/topics
/shinsotsuha4.html）で確認を。あるいは、愛知県中
小企業団体中央会情報調査部新卒者就職応援プロジェ
クト事務局TEL052(229)0044、FAX052(229)0811まで、
問い合わせください。

愛知県中小企業団体中央会
新卒就職応援プロジェクトの受入希望企業の募集
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　名古屋市工業研究所主催による

「ようこそ！ものづくりの世界へ」
と題したイベントが３月19日に開催
されます。
　興味深いテーマが多く用意されて
いますので、是非お出かけください。
入場は無料です。
　〈イベント案内〉
　■ラボツアー／電子顕微鏡（数万
倍の世界を見る）、マグネシウム研
究（環境・人に優しい金属）、無響

　㈳日本書籍出版協会、㈳日本印刷
産業連合会主催による第45回「造本
装丁コンクール」の作品募集が行な
われています。
　このコンクールは、出版、デザイ
ン、印刷・製本産業の向上・発展と
読書推進を目的としています。作品
には、造本技術・装丁デザインが優
秀であり、「①造本目的と実用性と
の調和がとれており、美しく、かつ、
本としての機能を発揮しているもの、
②編集技術並びに表紙、カバー、本

■２月の後半にきて、やっと寒さが
遠のいたのか、暖かな日が続いてお
ります。誰が植えたのかわかりませ
んが、41号線沿いの小さな花壇に梅
の木が１本植えてありますが、まだ
つぼみも固く、咲くまでにはまだま
だ時間がかかりそうですが、毎日が
楽しみです。■名古屋市工業研究所
が施設公開行事として「ようこそ！
ものづくりの世界へ」と題しイベン
トを企画しています。印刷とは直接
にかかわりはありませんが、面白

室（音が響かない、電波も届かない
部屋）、三次元造形装置（三次元プ
リンターでプラスチックフィギュア
ができる）。
　■体験教室／①温度を色で見る
サーモグラフィー、②光が分かれる
万華鏡作り、③工業用プレスで「は
ち丸」キーホルダーを作る、④分析
装置でプラスチックを調べる、⑤堀
川の水を綺麗にする光触媒、⑥自分
で作る簡単コンピュータプログラム、
その他。
　■宇宙開発についての講演会／
「宇宙開発を支える日本のものづく
り技術」講師：独立行政法人宇宙航
空研究開発機構福田義也氏。
　■工業研究所の紹介

　■高校による展示　ロボット競技
大会展示（両校）、サンドブラストに
よるコップ作り体験（名古屋市立工
業高校）、木工体験（名古屋市立工
芸高校）。
　■「夢ROBO」実演（上海万博の
日本館で展示された昇降ロボット）、
■プラズマ実演（プラズマに指でさ
わろう）、■「鉄琴」体験（同じハ
ガネでも熱のかけ方により音色が変
わる）
　■開催日時／３月19日㈯10時～４
時
　■ところ／名古屋市工業研究所：
名古屋市熱田区六番町3-4-41（地下
鉄名城線「六番町駅」下車３番出口
すぐ

い内容で企画されていますので、お
子さんと一緒にお出かけください。
きっと何か見つかると思います。

■２月18日に中部地区印刷協議会が
開かれました。来月号に詳報致しま
す。ご期待ください。

文デザインが創造性に富み、将来に
示唆を与えるものと認められたもの、
③印刷・製本技術が特に優れている
もの、④材料の選択が特に優れてい
るもの」という条件が必要です。
　〔作品募集要項〕
　▼出品料=１点当たり5,000円
　▼出品作品=2010年１月１日から12
月31日までに発行された書籍
　▼募集期間=2011年２月１日㈫～３
月31日㈭
　▼出品部門=６部門①文学・文芸、
②芸術書、③児童書・絵本、④専門
書（人文科学・自然科学など）、⑤
語学・学参・辞事典・全集・社史・
年史・自分史、⑥生活実用書・文

庫・新書・双書・コミック・その他
　〔問合せ、申込先〕
　〒101-0051東京都千代田区神田神
保町3-12-3神保町スリービル８F　
出版文化産業振興財団（JPIC）内
造本装丁コンクール事務局TEL03
(5211)7286
　入賞作品は、世界最大の国際図
書展であるフランクフルト・ブッ
クフェアに展示されるとともに、ラ
イプツィヒ・ブックフェア「世界で
最も美しい本コンクール」に出品さ
れます。また、国内では「東京国際
ブックフェア2011」、（会期：７月
７日㈭～10日㈰、会場：東京ビック
サイト）に出品されます。

－ 14 － － 3 －

巻頭言

　今年度、組合事業の新しい試みとして、デザ
イン系の学生さんや高校生を対象に、ポスター
グランプリの公募をしました。
　目的としては、クリエーターを目指す学生さ
ん達の育成を図ると共に、印刷業界とデザイン
業界の交流を促進する為。それに併せて、昨年
名古屋市で開催されましたCOP10の協賛として、
テーマを「環境保護」Human life is also one
（人類もまたひとつの命）として公募しました
ところ、愛知県内の大学・専門学校、高校より
多くの応募があり、その関心の深さに驚いたも
のです。
　以前より印刷業といわゆるグラフィックデザ
インを取り巻く環境にいる人たち（クリエイ
ター、フォトグラファー、イラストレーターな
ど）とは、近いようで何だか遠い存在のような
気がしていましたが、この様な事業を通じて少
しでも接近できた事は進歩だったと思います。
　しかし、実際にポスターグランプリを開催し
てみて、私たち実際のビジネスの現場にいる人
たちとの間に若干のギャップがあると感じたの
も事実です。
　アートとデザインと広告。同じようで実は同

じではない。教育現場とビジネスの現場の考え
方のギャップにも気付くことが出来ました。
　それはこの事業を開催したからこそ分かった
事で今後の問題点と同時に、こうしてデザイン
業界と交流する意義みたいなものも見えてきま
した。
　彼らが持っているアート的なセンスや技術を
もっと印刷に生かしていき、逆に印刷のノウハ
ウやビジネスとしての販促のありかたを共有する
事によって、お互いがもっと向上するのではな
いかと思うのです。これは、他の業界では真似の
出来ない印刷業界ならではの強みであります｡
　来年度は、岐阜県・三重県の工組も加わって、
より広く公募する事となり、今年度の反省も踏
まえて新たな審査員の方、新たな審査基準も設
けてよりいっそうレベルの高いポスターグラン
プリを目指して参ります。
　入賞作品展も行なわれますので、組合員の皆
様もぜひこの機会にご覧になって、若い彼らの
パワーを肌で感じていただくと同時に印刷とデ
ザインが、今後どう深く関わっていけばよいか
を考えていただく機会になればと期待しており
ます。

「印刷とデザイン」

経営革新・環境委員長　佐藤　壽記
主催：名古屋市工業研究所

イベント案内
「ようこそ！
　ものづくりの世界へ」

応募締切３月31日㈭まで

「造本装丁コンクール」
　作品募集中

事務局だより
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